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「もにす認定」のご報告  
 

 

株式会社リソーシズ(本社:香川県 代表取締役：沖川 学 以下、当社)は、 

9月 30日（木）、「もにす認定」を受け認定式に出席致しました。 

 

「もにす認定制度」は 2020年 4月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」に 

基づき厚生労働省が創設し、 

 

障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが 

優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。 

 

「もにす」は企業と障害者が明るい未来や社会に進んでいくことを期待し、 

「ともにすすむ」という想いを込めて、愛称を「もにす」と名付けられました。 

 

当社は「限りある資源を未来へ」を基本理念としています。 

これからもともにすすみ、限りある資源を未来へ繋いでいきます。 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 


